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熊
本
県
下
益
城
郡
美
里
町　

福
城
寺　

 

　
　
　

木
造
天
部
立
像
（
伝
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
）
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
風
に
関
す
る
一
試
論

村　

上　

幸　

奈

は
じ
め
に

　

亀
甲
山
福ふ
く
じ
ょ
う
じ

城
寺
は
、
熊
本
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
下し
も
ま
し
き
ぐ
ん

益
城
郡
美み
さ
と
ま
ち

里
町
甲こ
う
さ
び
ら

佐
平
の
天
台
宗
寺
院
で
あ
る
。

　

本
堂
に
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
の
木
造
釈
迦
如
来
立
像
、
熊
本
県
指
定
重
要
文
化
財
の
本
尊
木
造
天
部
立
像
（
伝
十
一
面
観
音

菩
薩
立
像
）（
以
下
、
本
像
）（
図
1
〜
4
）、
木
造
不
動
明
王
立
像
、
木
造
毘
沙
門
天
立
像
が
安
置
さ
れ
る
。

　

本
像
は
、
熊
本
県
に
残
る
数
少
な
い
平
安
時
代
前
期（1
）彫

像
で
あ
る
と
と
も
に
、
肥
後
国
の
広
域
的
か
つ
長
期
的
な
信
仰
の
歴
史
に

関
わ
る
重
要
作
例
と
し
て
、
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
三
月
二
十
五
日
に
熊
本
県
の
重
要
文
化
財
（
彫
刻
）
に
指
定
さ
れ
た（2
）。

　

筆
者
は
、
本
像
の
指
定
に
際
し
て
実
施
し
た
調
査（3
）及

び
諮
問
に
関
わ
る
機
会
を
得
た
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
整
理
し
、
調
査
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報
告
を
兼
ね
て
作
品
紹
介
を
行
う
。
ま
た
、
本
像
の
伝
来
及
び
尊
名
の
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
特
徴
的
な
作
風
に
関
す
る

一
試
論
を
展
開
し
て
み
た
い
。

第
一
章　

先
行
研
究
の
整
理

　

本
像
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
熊
本
県
立
美
術
館
が
実
施
し
た
県
内
美
術
工
芸
品
調
査
に
お
い
て
、
本
像
は
南
北
朝
時
代
の
作

と
推
定
さ
れ
た（4
）。

　

平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
同
館
の
有
木
芳
隆
氏
は
、
本
像
を
平
安
時
代
前
期
の
作
例
と
し
て
紹
介
し
た
。
現
在
は
十
一
面
観
音

菩
薩
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
元
は
吉
祥
天
と
し
て
造
像
さ
れ
、
吉
祥
悔
過
等
の
本
尊
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘

し
た（5
）。

　

そ
の
後
、
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
石
原
浩
氏
に
よ
っ
て
、
本
像
に
つ
い
て
総
合
的
な
研
究
が
行
わ
れ
た（6
）。

　

石
原
氏
は
、
本
像
の
服
制
が
一
般
的
な
十
一
面
観
音
菩
薩
と
は
異
な
り
、
い
わ
ゆ
る
唐
服
を
ま
と
う
こ
と
か
ら
、
造
像
当
初
の
尊

名
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
同
様
の
服
制
を
表
す
作
例
と
し
て
吉
祥
天
、
帝
釈
天
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
多
様
な
作
例

が
あ
る
た
め
服
制
に
よ
る
尊
名
の
断
定
は
困
難
で
あ
る
。
造
像
当
初
の
尊
名
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
現
在
地
へ
の
伝
来
や
伝
承

が
有
効
と
考
え
た
が
、
本
像
は
明
治
時
代
に
阿
蘇
方
面
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
み
で
、
明
治
時
代
以
前
の
動
向
に

つ
い
て
は
記
録
が
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、『
阿
蘇
家
文
書
』
所
収
の
史
料
か
ら
、
本
像
の
現
在
地
で
あ
る
福
城
寺
と
阿
蘇
氏
と
の
関
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係
が
窺
え
る
と
し
、
同
じ
阿
蘇
地
域
に
所
在
す
る
西さ
い
が
ん
で
ん
じ

巌
殿
寺
や
そ
の
末
寺
の
天
台
宗
寺
院
に
伝
わ
っ
た
仏
像
が
、
同
じ
宗
派
で
あ
る

福
城
寺
へ
施
入
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
石
原
氏
は
、
宇
城
市
に
所
在
す
る
浄
水
寺
碑
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
に
注
目
し
た
。
浄
水
寺
碑
は
、
下
郷
神
社
境
内

に
残
る
寺
院
跡
で
あ
る
浄
水
寺
跡
（
熊
本
県
指
定
史
跡
）
に
所
在
す
る
。
石
碑
の
ほ
か
、
寺
院
の
礎
石
が
残
っ
て
お
り
、
敷
地
内
か

ら
は
瓦
等
の
遺
物
も
出
土
し
て
い
る
。
浄
水
寺
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
弉
善
大
師
が
創
建
し
た
天
台
宗
寺
院
と
伝
わ
る
。

石
原
氏
は
、
浄
水
寺
碑
に
吉
祥
悔
過
に
つ
い
て
の
記
録
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
の
肥
後
国
の
天
台
宗
寺
院
で
吉
祥
悔
過

が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
本
像
の
造
像
当
初
の
尊
名
を
吉
祥
天
と
推
定
し
た
。

　

ま
た
、
石
原
氏
は
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
奈
良
時
代
の
仏
像
の
様
式
を
一
部
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
平
安
時
代
初
期
の
量

感
や
鋭
い
彫
り
が
減
衰
し
た
十
世
紀
頃
の
作
と
推
定
し
た
。
本
像
と
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
滋
賀
・
浄
土
寺
天
部
立
像
や
そ
の
周

辺
作
例
が
比
叡
山
延
暦
寺
に
関
わ
る
天
台
宗
寺
院
に
残
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
前
期
の
天
台
宗
寺
院
に
共
通
の
図
像
や
手
本
と
な

る
尊
像
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
と
い
う
。

　

本
像
の
熊
本
県
重
要
文
化
財
指
定
に
つ
い
て
の
諮
問
が
行
わ
れ
た
令
和
六
年
度
（
二
〇
二
四
年
度
）
熊
本
県
文
化
財
保
護
審
議
会

で
は
、
石
原
氏
に
よ
る
論
考
が
基
礎
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
中
西
真
美
子
委
員
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た（7
）。

　

中
西
氏
は
、
本
像
の
構
造
及
び
作
風
か
ら
畿
内
の
作
例
と
比
肩
し
う
る
出
来
栄
え
と
言
え
る
十
世
紀
の
作
例
で
あ
り
、
県
内
で
も

希
少
な
平
安
時
代
前
期
彫
像
と
評
価
し
た
。

　

本
像
が
安
置
さ
れ
る
福
城
寺
に
つ
い
て
は
、『
阿
蘇
家
文
書
』
正
平
二
年
（
一
三
四
七
）
の
記
述
か
ら
、
阿
蘇
社
の
末
社
で
あ
る
甲

佐
社
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
や
、
武
装
し
た
衆
徒
を
擁
す
る
大
規
模
な
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。
本

像
が
改
変
さ
れ
た
背
景
に
は
、
十
一
面
観
音
菩
薩
を
本
地
仏
と
す
る
阿
蘇
信
仰
と
、
甲
佐
社
と
結
び
付
い
た
福
城
寺
と
の
繋
が
り
が
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感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。
修
験
の
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
た
福
城
寺
の
本
尊
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
像
と
し
て
、
相
応
の
古
仏
が
選
ば
れ
た

可
能
性
を
提
示
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
像
は
熊
本
県
所
在
の
平
安
時
代
前
期
彫
像
の
一
例
と
し
て
度
々
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
制
作
年
代
及
び
伝
来
、

造
像
当
初
の
尊
名
の
問
題
等
に
つ
い
て
は
、
石
原
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
熊
本
県
重
要
文
化
財
指
定
に
あ
た
っ
て
も
基
礎
研
究
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　

先
行
研
究
で
は
、
本
像
と
滋
賀
・
浄
土
寺
天
部
立
像
と
の
作
風
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
本
像
の
制
作
地
や
工
人
の

問
題
に
つ
い
て
は
明
確
に
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
本
像
の
特
徴
的
な
作
風
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

第
二
章　

作
品
概
要

　

本
像
の
作
品
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る（8
）。

【
法
量
（
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）】

像
高　
　
　

一
〇
三
・
五　
　

髪
際
高　
　

八
七
・
七　
　
　

頭
頂
‐
顎　

五
七
・
五　
　

 

髪
際
‐
顎　

一
一
・
二　
　
　

面
張　
　
　

一
二
・
〇　
　
　

面
奥　
　
　

一
七
・
四

耳
張　
　
　

一
五
・
一　
　
　

耳
朶
張　
　

一
四
・
二　
　
　

肩
張　
　
　

二
六
・
二　
　
　

 

臂
張　
　
　

三
三
・
三　
　
　

胸
奥
（
右
）
一
七
・
一　
　
　

胸
奥
（
左
）
一
六
・
九
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腹
奥　
　
　

二
〇
・
一　
　
　

袖
張　
　
　

三
五
・
四　
　
　

裾
張　
　
　

二
七
・
四　
　
　

 
耳
長
（
右
）
一
〇
・
九　
　
　

耳
長
（
左
）
一
〇
・
八

【
形
状
】

　

頭
頂
で
高
く
山
形
に
髻
を
結
い
上
げ
、
頭
上
面
（
後
補
）
を
戴
く
。
頭
上
面
は
現
状
八
面
が
残
り
、
他
は
枘
穴
の
痕
跡
を
残
し
て

亡
失
。
髻
の
正
面
に
三
山
形
の
宝
冠
を
つ
け
る
。
宝
冠
中
央
の
山
形
の
左
右
に
切
り
込
み
を
表
す
。
天
冠
台
は
下
か
ら
紐
一
条
、
列

弁
。
正
面
及
び
左
右
に
銅
板
透
彫
の
頭
飾
を
つ
け
る
。
耳
後
ろ
で
天
冠
台
か
ら
冠
繒
が
垂
下
し
、
末
端
は
両
肘
に
か
か
る
。
冠
繒
よ

り
後
ろ
は
天
冠
台
を
平
彫
と
す
る
。

　

頭
髪
は
、
髻
平
彫
、
地
髪
部
は
耳
よ
り
前
は
疎
彫
、
耳
後
ろ
は
平
彫
。
鬢
髪
は
こ
め
か
み
の
位
置
で
紐
二
条
で
括
り
、
二
束
（
中

央
に
稜
を
設
け
る
）
が
耳
を
渡
る
。
耳
朶
環
状
不
貫
。
耳
孔
、
鼻
孔
は
現
状
表
さ
な
い
。
三
道
相
。
頸
か
ら
瓔
珞
を
か
け
る
。
左
手

は
屈
臂
し
て
蓮
蕾
を
挿
し
た
花
瓶
を
執
り
、
右
手
は
屈
臂
し
て
掌
を
仰
ぐ
。

　

着
衣
は
、
上
半
身
は
筒
袖
衣
（
内
衣
か
）、
広
袖
衣
、
鰭
袖
衣
を
着
し
、
腰
帯
を
締
め
る
。
腰
帯
正
面
左
右
に
鰭
袖
衣
が
た
わ
ん
で

か
か
る
。
天
衣
は
両
肩
に
か
け
、
両
胸
脇
に
垂
下
し
、
末
端
は
足
元
左
右
に
至
る
。
正
面
と
背
面
の
裙
裾
左
右
に
猪
の
目
形
の
衣
文

を
表
す
。
下
半
身
は
、
裙
を
正
面
で
右
前
に
着
け
、
沓
を
履
い
て
蓮
台
上
に
立
つ
。

【
材
質
・
構
造
】

　

一
木
造
、
漆
箔
、
彩
色
、
針
葉
樹
材
（
カ
ヤ
か
）。

　

髻
頂
か
ら
宝
冠
、
冠
繒
、
左
右
手
首
、
地
付
ま
で
含
め
て
一
材
か
ら
彫
出
す
る
。
木
心
は
後
方
に
外
す
。
内
刳
り
は
施
さ
な
い
。
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頭
上
面
、
右
手
首
先
、
左
手
先
、
左
手
の
持
物
、
天
衣
の
末
端
部
、
両
足
沓
先
別
材
。
天
冠
台
正
面
及
び
左
右
の
頭
飾
は
銅
板
透

彫
で
、
正
面
を
二
本
の
釘
で
留
め
、
左
右
は
天
冠
台
に
開
け
た
孔
に
差
し
込
む
。
像
底
の
丸
枘
穴
に
ダ
ボ
枘
を
差
し
、
蓮
華
座
の
枘

穴
に
差
し
て
立
て
る
。

　

肉
身
部
、
冠
繒
、
帯
、
左
手
の
持
物
、
沓
先
の
装
飾
に
漆
箔
を
施
す
。
他
は
彩
色
を
施
す
が
、
経
年
に
よ
り
詳
細
不
明
。
瞳
は
墨

描
す
る
。

【
保
存
状
態
】

　

頭
飾
、
頭
上
面
、
右
手
先
、
瓔
珞
、
両
足
沓
先
、
天
衣
末
端
部
、
台
座
、
彩
色
後
補
。
造
像
当
初
は
台
座
蓮
肉
ま
で
足
先
を
含
め

て
一
材
か
ら
彫
出
さ
れ
て
い
た
が
、
破
損
等
の
た
め
沓
底
で
水
平
に
鋸
に
よ
っ
て
切
り
離
し
、
台
座
を
補
っ
た
か
。
頭
上
面
は
八
面

を
残
し
他
は
亡
失
。
右
手
第
二
指
は
付
け
根
で
折
損
。

　

顔
面
の
漆
箔
に
浮
き
が
み
ら
れ
、
全
体
に
剝
落
の
危
険
性
が
あ
る
。

第
三
章　

制
作
年
代
の
検
討

　

次
に
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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【
体
軀
表
現
】

　

本
像
は
頭
部
に
対
し
て
体
軀
が
短
い
。
全
体
に
量
感
が
あ
る
も
の
の
、
側
面
観
で
の
抑
揚
は
控
え
め
で
、
背
面
か
ら
腰
は
な
だ
ら

か
な
印
象
で
あ
る
。

　

頭
部
が
大
き
く
、
胴
が
短
い
表
現
は
、
佐
賀
・
常
福
寺
帝
釈
天
立
像
（
九
世
紀（9
））（

以
下
、
常
福
寺
像
）（
図
5
、
6
）、
滋
賀
・
浄

土
寺
天
部
立
像
（
十
世
紀（10
））（

以
下
、
浄
土
寺
像
）、
同
・
櫟
野
寺
吉
祥
天
立
像
（
十
世
紀（11
））（

以
下
、
櫟
野
寺
Ａ
像
）
に
共
通
す
る
。

常
福
寺
像
や
浄
土
寺
像
の
側
面
観
が
強
い
カ
ー
ブ
を
描
く
の
に
対
し
て
、
本
像
の
側
面
観
は
抑
揚
の
少
な
い
直
線
的
な
印
象
で
あ
る
。

ま
た
、
両
像
と
比
べ
て
側
面
観
が
な
だ
ら
か
な
櫟
野
寺
Ａ
像
と
比
べ
て
も
、
本
像
の
表
現
は
抑
揚
が
よ
り
弱
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
滋
賀
・
櫟
野
寺
吉
祥
天
立
像
（
十
一
〜
十
二
世
紀（12
））（

以
下
、
櫟
野
寺
Ｂ
像
）
と
比
較
す
る
と
、
本
像
よ
り
も
さ
ら
に
体

軀
の
量
感
が
落
ち
着
い
て
お
り
、
正
面
観
の
な
で
肩
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
像
と
平
安
時
代
後
期
の
作
例
に
は
様
式
的
な

隔
た
り
が
あ
る
と
言
え
る
。

【
面
貌
表
現
（
図
7
〜
9
）】

　

本
像
の
面
貌
は
、
顎
が
短
く
幅
広
で
、
童
形
な
点
に
特
徴
が
あ
る
。
下
膨
れ
で
豊
満
な
頬
を
示
す
。
目
は
細
く
や
や
伏
し
目
が
ち

な
彫
眼
で
、
現
状
は
彩
色
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
唇
は
小
さ
い
。
頭
部
の
髻
は
大
き
く
、
砲
弾
状
で
あ
る
。

　

佐
賀
・
常
福
寺
像
（
九
世
紀
）
と
比
較
す
る
と
、
細
く
表
さ
れ
た
鼻
筋
や
小
さ
な
唇
、
大
き
な
髻
等
に
共
通
点
が
見
出
せ
る
も
の

の
、
常
福
寺
像
が
厳
し
い
表
情
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
像
の
目
元
や
眉
の
吊
り
上
り
は
弱
く
柔
和
で
あ
る
。

　

本
像
の
各
パ
ー
ツ
の
バ
ラ
ン
ス
や
大
き
さ
は
滋
賀
・
櫟
野
寺
Ａ
像
（
十
世
紀
）
に
特
に
類
似
し
て
お
り
、
頰
が
豊
満
で
あ
る
点
も

同
様
と
思
わ
れ
る
。
本
像
の
表
面
は
後
補
彩
色
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
当
初
の
表
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
現
状
よ
り
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も
鋭
い
彫
り
を
示
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

【
衣
文
表
現
】

　

本
像
の
特
徴
的
な
衣
文
表
現
と
し
て
、
腰
や
脚
部
の
翻
波
式
衣
文
や
、
背
面
裾
部
分
の
猪
の
目
形
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

本
像
の
翻
波
式
衣
文
は
穏
や
か
な
彫
り
を
示
し
て
お
り
、
京
都
・
常
念
寺
菩
薩
形
立
像
（
九
〜
十
世
紀（13
））、

奈
良
国
立
博
物
館
如
来

立
像
（
十
〜
十
一
世
紀（14
））（

図
10
）
等
、
翻
波
式
衣
文
の
全
盛
期
か
ら
は
や
や
遅
れ
た
作
例
に
共
通
す
る
。

　

猪
の
目
形
衣
文
は
、
平
安
時
代
前
期
の
作
例
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
本
像
と
同
様
に
背
面
裾
部
に
猪
の
目
形
を
表
す
滋

賀
・
来
現
寺
聖
観
音
菩
薩
立
像
（
九
世
紀（15
））

や
奈
良
・
橘
寺
伝
日
羅
立
像
（
九
世
紀（16
））

と
比
較
す
る
と
、
本
像
の
猪
の
目
形
は
衣
の

柔
ら
か
さ
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
や
形
式
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
、
時
代
が
下
っ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

【
材
質
・
構
造
】

　

本
像
は
現
状
、
足
先
ま
で
カ
ヤ
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
材（17
）の

一
木
造
で
、
内
刳
り
を
施
さ
な
い
。
足
裏
に
取
り
付
け
ら
れ
た
枘
は
後

補
だ
が
、
元
の
枘
の
根
元
で
鋸
を
入
れ
た
様
子
が
確
認
で
き
る
（
図
11
）
こ
と
か
ら
、
造
像
当
初
は
枘
ま
た
は
台
座
ま
で
含
む
一
木

造
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
古
風
な
構
造
を
示
す
。

　

本
像
の
材
質
が
カ
ヤ
で
あ
る
場
合
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
前
期
、
一
木
彫
像
の
用
材
と
し
て
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
代
用
材
に

カ
ヤ
が
選
択
さ
れ
た
と
す
る
先
行
研
究（18
）が

想
起
さ
れ
る
。
本
像
の
用
材
選
択
に
つ
い
て
も
、
平
安
時
代
前
期
の
木
彫
像
に
準
じ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、
平
安
時
代
前
期
と
考
え
て
良
い
と

思
わ
れ
る
。
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
制
作
の
作
例
と
全
体
観
が
類
似
し
て
い
る
が
、
九
世
紀
の
作
例
と
比
較
す
る
と
量
感
が
控
え
め
で

細
部
に
形
式
化
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
一
世
紀
の
作
例
と
は
異
な
る
体
軀
表
現
を
示
す
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
後
期
の

作
例
と
は
明
ら
か
な
様
式
的
隔
た
り
が
あ
る
と
言
え
る
。
後
補
の
表
面
彩
色
に
よ
り
造
像
当
初
の
様
子
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
や
、

彫
り
直
し
の
可
能
性
も
鑑
み
、
本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
十
世
紀
と
推
定
し
た
い
。
な
お
、
衣
文
表
現
や
構
造
に
前
時
代
的
な

要
素
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

第
四
章　

現
在
地
へ
の
伝
来
と
像
容
の
改
変
に
つ
い
て

　

本
像
は
現
在
、
十
一
面
観
音
菩
薩
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
像
容
が
通
形
の
菩
薩
像
と
異
な
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
先
行
研
究

で
は
、
吉
祥
天
と
し
て
造
像
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
か
の
時
期
に
十
一
面
観
音
菩
薩
に
改
変
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
き
た（19
）。

　

し
か
し
、
本
像
の
改
変
は
現
在
地
で
あ
る
福
城
寺
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
前
住
職
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
本
像
は

明
治
時
代
初
期
、
福
城
寺
本
堂
が
火
災
に
遭
い
本
尊
が
焼
失
し
た
後
、
再
建
さ
れ
た
本
堂
の
本
尊
と
し
て
阿
蘇
地
域
か
ら
移
さ
れ
た

も
の
と
伝
わ
る
。
こ
の
時
か
ら
、
本
像
は
本
尊
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
と
し
て
祀
ら
れ
て
き
た
。
な
お
、
移
動
前
の
寺
院
に
つ
い
て

は
不
明
と
さ
れ
て
い
る（20
）。

　

本
章
で
は
、
本
像
が
伝
来
す
る
福
城
寺
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
、
像
容
の
改
変
が
な
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
整
理
し
て

み
た
い
。
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（
1
）
福
城
寺
と
そ
の
周
辺

　

現
在
地
で
あ
る
福
城
寺
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　

熊
本
藩
の
儒
医
と
し
て
仕
官
し
た
北
嶋
雪
山
が
、
細
川
綱
利
の
命
に
よ
り
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
編
纂
し
た
『
国
郡
一
統
志
』

で
は
、
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
）
に
建
立
さ
れ
、
亀
山
上
皇
の
息
子
・
長
深
阿
闍
梨
が
再
興
し
た
寺
院
と
記
し
て
い
る（21
）。

　

ま
た
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
森
本
一
瑞
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
、
後
藤
是
山
ら
に
よ
り
補
足
さ
れ
た
『
肥
後
国
誌
』
に
よ
れ

ば
、
飛
鳥
時
代
に
僧
湛
西
に
よ
り
創
建
、
平
安
時
代
末
期
に
平
重
盛
が
復
興
し
た
と
さ
れ
、
か
つ
て
は
十
六
坊
を
備
え
た
大
規
模
寺

院
で
あ
っ
た
と
い
う（22
）。

　

さ
ら
に
、
福
城
寺
境
内
の
石
碑
で
は
、
孝
元
天
皇
二
十
六
年
五
月
五
日
の
建
立
と
し
て
お
り（23
）、

福
城
寺
の
正
確
な
創
建
年
代
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
江
戸
時
代
頃
か
ら
古
刹
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
言
え
よ

う
。

　

先
行
研
究（24
）で

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
の
福
城
寺
に
つ
い
て
は
、『
阿
蘇
家
文
書
』
か
ら
重
要
な
史
料
が
見
出
さ
れ
て
い

る
。

「
征
西
大
将
軍
宮
懐
良
親
王
令
旨
案
」　

正
平
二
年
（
一
三
四
七（25
））

甲
佐
社
上
宮
福
城
寺
䉼
所
日
向
國
岩
河
郷
替
竹
崎
保
地
頭
識
事
、
尋
闕
否
、
以
一
同 

之
法
、
可
有
其
沙
汰
、
者　

征
西
大
将
軍
宮
御
氣
色
如
此
、
伋
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　

正
平
二
年
十
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　

勘（
五
條
頼
元
）

解
由
次
官
御
判　
　

　
　
　
　
　

甲
佐
福
城
寺
宗
徒
中
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「
五
條
頼
元
言
上
状
寫
」　

正
平
二
年
（
一
三
四
七（26
））

惟
澄
所
望
事
註
進
状
、
謹
進
上
候
、
恩
賞
事
者
、
任
御
事
書
之
旨
、
於
此
境
可
有
沙
汰
之
由
、
先 

々
雖
仰
含
候
、
當
時
合
戦
最
中
、
爲
成
軍
勢
之
勇
、
以
別
儀
可
伺
申
入
之
由
、
頻
歎
申
候
之
間
、 

執
進
註
進
候
、
従　

勅
答
之
趣
可
仰
含
候
、
阿
蘇
山
幷
甲
佐
嶽
福
城
寺
等
造
營
糧祈
所
替
事
、 

冝
爲
直
御
沙
汰
候
歟
、
官
軍
任
官
所
望
事
、
交
名
同
注
進
候
、
可
有
申
御
沙
汰
候
、
伋
言
上
如 

件
、

　
　
　
　
　
　
　

十（
正
平
二
年
）

一
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
解
由
次
官
清（
五
條
）原

頼
元
上　
　

 

　

進
上　
　
　
　
　

頭
大
蔵
卿
殿

　

以
上
の
史
料
か
ら
、
中
世
の
福
城
寺
が
甲
佐
社
上
宮
の
神
宮
寺
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
存
す
る
甲
佐
神
社
は
緑
川

沿
い
の
平
地
に
位
置
す
る
が
、
も
と
は
福
城
寺
と
同
じ
甲
佐
嶽
に
鎮
座
し
た
。
中
世
の
甲
佐
社
は
、
健
軍
社
・
郡
浦
社
と
と
も
に
阿

蘇
社
（
現
在
の
阿
蘇
神
社
）
の
末
社
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
阿
蘇
本
末
社
の
社
領
全
体
は
、
阿
蘇
大
宮
司
管
理
下
で
京
都
・
安

楽
寿
院
へ
年
貢
を
送
る
荘
園
と
な
っ
て
い
た
が
、
甲
佐
社
だ
け
は
管
理
下
に
あ
り
つ
つ
も
半
独
立
状
態
を
保
っ
て
い
た
と
さ
れ
る（27
）。

つ
ま
り
、
上
宮
の
神
宮
寺
的
存
在
で
あ
る
福
城
寺
も
相
応
の
権
力
を
持
っ
た
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
）
阿
蘇
地
域
に
お
け
る
信
仰
の
影
響
に
つ
い
て

　

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
十
一
面
観
音
菩
薩
へ
の
改
変
の
理
由
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
本
像
は
阿
蘇
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
中
世
の
福
城
寺
は
阿
蘇
社
の
末
社
で
あ
る
甲
佐
社
の
上
宮
の
神
宮
寺
的
存
在
と
し
て
機
能
し
た
。
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阿
蘇
山
中
岳
の
噴
火
口
は
、
平
安
時
代
か
ら
神
霊
池
と
呼
ば
れ
、
健た
け
い
わ
た
つ
の
み
こ
と

磐
龍
命
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
。
そ
の
本
地
は
十
一
面
観

音
菩
薩
で
あ
る
。
健
磐
龍
命
を
主
祭
神
と
す
る
阿
蘇
社
の
成
立
は
、
遅
く
と
も
八
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る（28
）。

　

阿
蘇
市
・
西
巌
殿
寺
伝
来
の
木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
県
指
定
重
要
文
化
財
、
熊
本
県
立
美
術
館
寄
託
）
は
、
平
安
時
代
後

期
（
十
二
世
紀
）
の
作
と
推
定
さ
れ
、
健
磐
龍
命
の
本
地
仏
の
最
も
古
い
例
と
し
て
知
ら
れ
る（29
）。

同
像
は
、
天
台
宗
と
と
も
に
肥
後

国
に
も
た
ら
さ
れ
た
本
地
垂
迹
説
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る（30
）。

　

ま
た
、
同
市
所
在
の
個
人
宅
に
は
、
江
戸
時
代
の
作
と
考
え
ら
れ
る
十
一
面
観
音
菩
薩
坐
像
（
県
指
定
重
要
文
化
財
）
が
残
る
。

阿
蘇
山
に
か
つ
て
所
在
し
た
妙
円
坊
の
本
尊
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
室
町
時
代
の
作
例
と
さ
れ
て
き
た
が（31
）、

最
近
の
調
査
で
江
戸

時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
た（32
）。

　

こ
れ
ら
の
作
例
が
残
る
こ
と
か
ら
、
阿
蘇
地
域
で
は
遅
く
と
も
平
安
時
代
か
ら
長
期
的
に
十
一
面
観
音
菩
薩
を
本
地
と
す
る
阿
蘇

信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
像
が
現
在
地
へ
移
動
し
て
き
た
と
さ
れ
る
明
治
時
代
、
す
で
に
十
一
面
観
音
菩
薩
の
姿
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
移
動
前
の

阿
蘇
地
域
に
お
い
て
、
阿
蘇
信
仰
の
影
響
に
よ
っ
て
改
変
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

阿
蘇
地
域
か
ら
福
城
寺
へ
の
移
動
の
背
景
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
福
城
寺
が
阿
蘇
社
の
末
社
で
あ
る
甲
佐
社
上
宮
の

神
宮
寺
的
存
在
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
時
代
の
福
城
寺
と
甲
佐
社
及
び
そ
の
上
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
が
、
前
時
代
の
結
び
つ
き
が
完

全
に
断
絶
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
先
行
研
究（33
）で

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
甲
佐
社
と
の
関
わ
り
を
持
つ
古
刹
と
知
ら
れ
、
信

仰
を
集
め
た
福
城
寺
に
相
応
し
い
仏
像
と
し
て
、
古
仏
で
あ
る
本
像
が
選
ば
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
像
の
尊
名
及
び
伝
来
は
肥
後
国
の
信
仰
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
本
像
の
制
作
地
に
つ
い
て
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は
畿
内
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
次
に
、
本
像
の
造
形
的
特
徴
に
注
目
し
、
制
作
地
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
五
章　

作
風
に
関
す
る
一
試
論

（
1
）
制
作
地
の
問
題
に
つ
い
て

　

第
三
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
像
の
造
形
的
特
徴
と
し
て
、
頭
部
が
大
き
く
胴
体
の
短
い
体
軀
表
現
や
、
顎
が
短
く
童
形
な
面

部
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
造
形
が
、
滋
賀
・
浄
土
寺
像
や
、
同
・
櫟
野
寺
Ａ
像
等
の
比
叡
山
延
暦
寺
周
辺
の
寺
院
に
伝
来
す
る

作
例
に
類
似
す
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
及
び
熊
本
県
文
化
財
保
護
審
議
会
に
お
け
る
諮
問
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た（34
）。

本
像
の
制
作
地

及
び
工
人
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
明
言
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
前
述
の
類
似
作
例
と
同
一
工
房
の
作
と
は
判
断
で
き
ず
と

も
、
畿
内
の
作
例
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
本
像
が
畿
内
作
か
地
方
作
か
、
あ
る
い
は
畿
内
か
ら
九
州
へ
渡
っ
て
き
た
工
人
の
手
に
よ
る
も
の
か
等
、
制
作
地
及
び

工
人
を
知
る
明
確
な
手
が
か
り
は
現
状
残
っ
て
い
な
い
。

　

改
め
て
本
像
と
比
叡
山
延
暦
寺
周
辺
伝
来
の
作
例
を
比
較
す
る
と
、
背
中
や
臀
部
の
抑
揚
が
弱
い
直
線
的
な
側
面
観
や
、
や
や
硬

さ
が
感
じ
ら
れ
、
肩
を
す
く
め
る
よ
う
な
直
立
姿
勢
、
形
式
化
し
つ
つ
あ
る
衣
文
線
等
、
本
像
に
は
や
や
洗
練
を
欠
く
部
分
が
見
ら

れ
る
。

　

ま
た
、
本
像
が
カ
ヤ
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
材
の
一
木
造
で
あ
る
こ
と
は
、
畿
内
の
作
例
に
準
じ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
カ
ヤ
は
関
東
か
ら
九
州
ま
で
広
く
天
然
分
布
し
、
九
州
に
お
け
る
カ
ヤ
の
密
度
は
比
較
的
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る（35
）。
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従
っ
て
、
九
州
で
伐
採
さ
れ
た
カ
ヤ
を
使
用
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
と
、
カ
ヤ
を
使
用
し
て
い
る
可
能
性
の
み
で
、
畿
内
作
と
断

定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
本
像
を
畿
内
作
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。

　

次
に
想
定
す
べ
き
は
九
州
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
九
州
で
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
仏
像
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
い
く
つ
か
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る（36
）。

例
と
し
て
、
胸
の
下
で
胴
を
絞
り
、
脚
部
を
長
く
表
す
腰
高
な
体
形
や
、
下
半
身
に
腰
帛

を
巡
ら
せ
る
特
徴
的
な
着
衣
形
式
、
ク
ス
ノ
キ
材
を
用
い
る
例
が
多
い
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
様
の
特
徴
を
示
す
仏
像

に
は
、
奈
良
時
代
的
な
図
像
表
現
を
示
す
作
例
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（37
）。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
に
沿
っ
て
本
像
を
見
た
場
合
、
決
定
的
な
類
似
点
は
見
ら
れ
な
い
が
、
本
像
に
奈
良
時
代
の
様
式
が
一
部
踏
襲
さ

れ
て
い
る
と
い
う
指
摘（38
）は

留
意
さ
れ
、
本
像
が
九
州
作
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
）
九
州
所
在
の
作
例
と
の
比
較

　

次
に
、
本
像
の
造
形
に
再
度
注
目
し
、
九
州
作
と
考
え
ら
れ
る
作
例
と
比
較
し
て
み
た
い
。

　

頭
部
が
大
き
く
体
軀
の
短
い
体
形
、
腹
部
か
ら
脚
部
に
厚
み
が
あ
る
側
面
観
、
首
が
短
く
肩
を
す
く
め
る
よ
う
な
体
勢
は
、
佐
賀
・

山
崎
観
音
堂
聖
観
音
菩
薩
立
像
（
九
世
紀（39
））（

以
下
、
山
崎
観
音
堂
像
）（
図
12
、
13
）
と
共
通
す
る
。
山
崎
観
音
堂
像
は
、
ヒ
ノ
キ

あ
る
い
は
カ
ヤ
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
材
の
一
木
造
で（40
）、

胸
下
で
胴
を
絞
る
体
形
や
下
半
身
を
Ｕ
字
に
渡
る
腰
帛
等
の
特
徴
か
ら
、
福

岡
に
残
る
平
安
時
代
の
一
木
彫
像
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（41
）。

山
崎
観
音
堂
（
滴
清
寺
）
は
、
遠
く
に
有
明
海
を
望
む
佐
賀

県
小
城
市
の
丘
陵
上
に
所
在
す
る
。
Ｕ
字
型
腰
帛
を
示
す
作
例
は
有
明
海
や
玄
界
灘
等
の
海
に
面
し
た
地
域
に
残
る
こ
と
が
示
さ
れ
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て
お
り
、
山
崎
観
音
堂
像
も
そ
の
一
例
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う（42
）。

　

本
像
の
砲
弾
状
の
髻
や
、
下
膨
れ
で
顎
が
短
く
肉
付
き
の
良
い
面
部
、
伏
し
目
が
ち
の
表
情
は
、
福
岡
・
荘
厳
寺
聖
観
音
菩
薩
立

像
（
九
世
紀（43
））（

以
下
、
荘
厳
寺
像
）（
図
14
、
15
）
に
共
通
す
る
。
側
面
観
で
の
額
か
ら
鼻
梁
に
か
け
て
の
線
が
直
線
的
で
、
首
が

短
く
肩
が
張
る
点
も
類
似
し
て
い
る
。
イ
ヌ
マ
キ
ま
た
は
ヒ
ノ
キ
と
み
ら
れ
る
針
葉
樹
材
の
一
木
造
で
、
内
刳
り
を
施
さ
ず
台
座
蓮

肉
ま
で
一
材
か
ら
彫
出
す
る（44
）。

下
半
身
に
腰
帛
を
巡
ら
せ
る
着
衣
形
式
や
、
腰
高
な
体
形
か
ら
、
山
崎
観
音
堂
像
と
同
じ
く
、
北
部

九
州
の
一
木
彫
像
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（45
）。

荘
厳
寺
像
は
、
神
仏
分
離
以
前
ま
で
隣
接
す
る
志し
か
う
み

賀
海
神
社
に
祀
ら
れ
て
い

た
。
志
賀
海
神
社
が
所
在
す
る
志
賀
島
は
九
州
を
代
表
す
る
海
神
信
仰
の
聖
地
で
あ
る
。
博
多
を
出
港
し
た
遣
唐
使
船
が
最
初
に
立

ち
寄
る
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
航
海
安
全
に
ま
つ
わ
る
祈
り
を
背
景
と
し
て
荘
厳
寺
像
が
造
像
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と

い
う（46
）。

　

こ
れ
ら
の
作
例
と
比
較
し
て
本
像
に
は
中
央
的
作
風
が
特
徴
的
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
州
の
作
例
と
も

共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
か
ら
は
、
中
央
的
作
風
と
地
方
的
作
風
の
両
者
が
共
存
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

八
尋
和
泉
氏
は
、
九
州
に
残
る
平
安
時
代
前
期
彫
像
の
制
作
者
と
し
て
、
畿
内
か
ら
九
州
へ
下
向
し
た
工
人
を
想
定
し
、
さ
ら
に

工
人
の
様
態
や
技
術
に
つ
い
て
は
、
幾
重
も
の
階
層
と
継
承
を
組
み
込
ん
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る（47
）。

八
尋
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
工
人
が
畿
内
か
ら
九
州
へ
下
向
し
た
可
能
性
や
、
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

仏
像
は
制
作
地
か
ら
移
動
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
地
方
に
伝
来
し
中
央
的
作
風
を
示
す
作
例
す
べ
て
が
畿
内
か
ら
移
動
し
た
も
の
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
地
方
作
と
想

定
さ
れ
る
無
数
の
作
例
す
べ
て
に
各
地
方
の
特
徴
的
な
造
形
が
明
確
に
表
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
本
像
の
特
徴
的
な
作
風
は
畿
内
か
ら
九
州
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
、
現
在
地
で
あ
る
九
州
で
制
作
さ
れ
た
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可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

（
3
）
畿
内
か
ら
九
州
へ
の
移
入

　

本
像
の
特
徴
的
な
作
風
に
つ
い
て
、
畿
内
か
ら
九
州
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
た
場
合
、
そ
の
移
入
経
路

が
問
題
と
な
る
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
制
作
年
代
の
推
定
で
も
比
較
対
象
と
し
た
佐
賀
・
常
福
寺
像
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
常
福
寺

像
は
、
本
像
と
比
べ
て
全
体
に
抑
揚
の
強
い
表
現
が
特
徴
的
で
あ
る
も
の
の
、
頭
部
が
大
き
く
胴
が
短
い
体
軀
や
、
下
膨
れ
の
面
部
、

砲
弾
状
で
大
き
な
髻
等
、
複
数
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
像
と
同
様
に
い
わ
ゆ
る
唐
服
を
着
け
て
お
り
、
天
部
像
と

し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
抑
揚
の
強
い
体
軀
表
現
や
厳
し
い
表
情
、
内
刳
り
を
施
さ
な
い
一
木
造
で
あ
る
点
等
が
畿
内
で

制
作
さ
れ
た
九
世
紀
の
一
木
彫
像
に
類
似
す
る
も
の
の
、
衣
文
線
が
浅
い
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
も
比
較
的
下
っ
た
頃
と
見
る
説
や
、

十
世
紀
ま
で
下
る
と
す
る
説
も
あ
る（48
）。

　

常
福
寺
像
の
尊
名
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
末
吉
武
史
氏
に
よ
り
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る（49
）。

同
像
は
胸
元
に
甲
と
み
ら
れ
る
連
珠

文
帯
を
表
す
こ
と
か
ら
従
来
帝
釈
天
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
末
吉
氏
は
、
同
種
の
服
制
を
示
す
仏
像
と
し
て
吉
祥
天
を
挙
げ
、
最

澄
が
入
唐
前
に
大
宰
府
・
竈
門
山
寺
で
造
像
し
た
檀
像
薬
師
が
、
薬
師
如
来
と
吉
祥
天
の
複
合
を
思
わ
せ
る
「
無
勝
浄
土
善
名
称
吉

祥
王
如
来
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
京
都
・
広
隆
寺
薬
師
如
来
立
像
の
よ
う
に
天
部
の
姿
で
表
さ
れ
る
薬
師
如
来
像
が
残

る
こ
と
か
ら
も
、
常
福
寺
像
は
最
澄
ゆ
か
り
の
檀
像
薬
師
の
姿
を
窺
う
上
で
興
味
深
い
作
例
と
位
置
付
け
た
。

　

最
澄
造
像
の
檀
像
薬
師
に
つ
い
て
は
複
数
の
先
行
研
究（50
）が

あ
り
、
常
福
寺
像
の
制
作
地
に
つ
い
て
も
議
論
の
余
地
が
残
る
こ
と
か

ら
、
末
吉
氏
に
よ
る
仮
説
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
像
と
の
共
通
性
を
示
す
常
福
寺
像
が
、
入
唐
前
に
過
ご
し
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た
九
州
に
お
い
て
仏
像
を
制
作
し
た
最
澄
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
す
る
説
は
興
味
深
い
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
畿
内

か
ら
九
州
へ
渡
っ
た
僧
侶
や
工
人
が
、
畿
内
に
流
布
し
た
特
徴
的
な
作
風
を
用
い
て
、
最
澄
ゆ
か
り
の
檀
像
薬
師
を
意
識
し
て
常
福

寺
像
を
は
じ
め
と
す
る
天
部
像
を
造
像
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

様
式
の
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
常
福
寺
像
が
本
像
の
造
形
に
直
接
的
に
影
響
し
た
と
は
考
え
難
い
が
、
常
福
寺
像
を
例
と

す
る
規
範
的
な
天
部
像
は
、
九
州
の
仏
像
制
作
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
畿
内
に
流
布
し
た
特
徴
的
な
作
風
や
そ
の
制
作
技

術
を
持
つ
工
人
が
畿
内
か
ら
九
州
、
肥
後
国
へ
移
動
し
た
こ
と
で
、
本
像
の
制
作
に
影
響
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
な
お
、
広

範
囲
へ
影
響
す
る
過
程
で
従
来
の
尊
名
や
信
仰
が
失
わ
れ
、
特
徴
的
な
造
形
の
み
が
流
布
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
。

　

第
三
章
に
お
い
て
、
本
像
を
十
世
紀
の
造
像
と
推
定
し
、
一
木
造
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
や
衣
文
表
現
等
、
前
時
代
的
要
素
が
各
所

に
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
九
州
作
の
仏
像
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
畿
内
の
規
範
的
な
作
例

を
後
世
に
模
し
た
た
め
に
表
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

（
4
）
肥
後
国
へ
の
移
入

　

最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、
肥
後
国
へ
作
風
が
も
た
ら
さ
れ
た
際
の
経
路
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
前
期
の
南
都
諸
宗
が
地
方
寺
院
を
経
営
し
、
教
線
を
拡
大
す
る
中
で
木
彫
像
の
制
作
を
指
導
し
た
こ
と
は
、
長
坂
一
郎

氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
り（51
）、

こ
う
し
た
活
動
は
各
宗
派
が
教
線
を
拡
大
す
る
た
め
に
自
然
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
官
大
寺
僧
に
よ
る
都
鄙
間
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
景
二
氏
に
よ
る
論
考
が
あ
る（52
）。

在
地
豪
族
は
支
配
秩
序
の
形
成
及

び
維
持
の
た
め
、
高
度
な
仏
教
的
知
識
を
要
す
る
法
会
を
修
す
る
こ
と
を
望
ん
で
官
大
寺
僧
を
必
要
と
し
、
官
大
寺
僧
は
仏
教
的
作
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善
行
為
と
し
て
の
み
で
な
く
、
法
会
の
導
師
を
務
め
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
的
権
威
と
布
施
を
得
た
。
こ
う
し
た
能
力
は
同
様
に
都
鄙

間
を
移
動
し
た
官
人
に
は
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
官
大
寺
僧
に
の
み
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
役
割
で
あ
っ
た
。
南
都
の
官
大

寺
僧
は
そ
の
能
力
ゆ
え
に
、
在
地
豪
族
や
僧
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
同
時
代
の
天
台
僧
が
教
線
拡
大
や
宗
教
的
権
威
等
の
取
得
、
招
聘
さ
れ
た
法
会
へ
の
参
加
を
目
的
と

し
て
、
畿
内
か
ら
九
州
、
そ
し
て
肥
後
国
へ
移
動
し
、
高
度
な
仏
教
的
知
識
と
と
も
に
、
仏
像
制
作
の
技
術
や
作
風
を
広
め
た
可
能

性
は
十
分
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
際
に
、
畿
内
の
工
人
や
、
畿
内
の
仏
像
制
作
技
術
を
習
得
し
た
九
州
の
工
人
を
伴
っ
た
場
合

も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

先
行
研
究（53
）で

も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
肥
後
国
に
お
い
て
吉
祥
悔
過
が
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
宇
城
市
・
浄
水
寺

碑
か
ら
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。

浄
水
寺
碑
「
寺
領
碑
〔
三
面
〕」　

天
長
三
年
（
八
二
六（54
））
▽
は
解
読
不
能
、
□
は
欠
損
を
表
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
十
二
条
苗
瀬
里
卌
五
▽
▽
▽
▽
▽
▽

　

□
蘭
瓫
會
料
之
代
十
二
条
上
瀬
田
里
九
山
田
相
替
有

　

十
□
条
苗
瀬
里
一
山
田
一
町
右
定
▽
（
吉
）
生
悔
過
料
五
段
修
理
料
五
▽

　
　
　
　
　

十
四
条
三
家
里
二
師
田　

段
同
里
四
墓
門
田
一
段
七
十
二
歩

　
　
　
　
　
　

山
家
里
三
坪
三
百
八
十
八
歩
定
浄
水
寺
布
薩
田
如
件

　
　
　
　
　
　
　

寂
岡
院
者
僧
藥
蘭
之
私
伽
藍
監
地
成
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
長
三
年
二
月
三
日
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吉
祥
悔
過
は
、
金
光
明
最
勝
王
経
を
典
拠
と
し
て
吉
祥
天
に
懺
悔
す
る
仏
事
で
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
に
諸
国
国
分
寺
で

修
さ
れ
た
こ
と
を
初
見
と
す
る（55
）。

宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
以
降
は
諸
国
国
分
寺
に
お
い
て
毎
年
行
わ
れ
た（56
）。

　

浄
水
寺
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
弉
善
大
師
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
天
台
宗
寺
院
で
、
天
長
五
年
（
八
二
六
）
に
定
額

寺
に
列
せ
ら
れ
た（57
）。

浄
水
寺
で
は
、
吉
祥
悔
過
以
外
に
も
律
令
国
家
の
鎮
護
国
家
体
制
に
準
じ
た
仏
事
を
複
数
執
り
行
っ
て
お
り
、

仏
事
の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
田
地
が
施
入
さ
れ
た
こ
と
が
碑
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る（58
）。

当
時
、
主
に
諸
国
国
分
寺
で
修
さ
れ
て
い
た

吉
祥
悔
過
が
、
定
額
寺
で
あ
る
浄
水
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
浄
水
寺
の
中
央
と
の
繋
が
り
の
強
さ
が
窺
え
よ
う
。

　

浄
水
寺
の
定
額
寺
編
入
や
運
営
方
針
に
つ
い
て
は
、
鳥
津
亮
二
氏
に
よ
り
、
国
家
の
宗
教
体
制
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
る
地
域
有

力
者
の
政
治
的
地
位
の
向
上
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（59
）。

鳥
津
氏
は
、
浄
水
寺
付
近
に
位
置
し
た
陣
内
廃
寺

の
焼
失
後
、
浄
水
寺
が
当
地
の
有
力
者
で
あ
る
肥ひ
の
き
み公

一
族
の
氏
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浄
水
寺
周

辺
地
域
は
前
代
か
ら
陣
内
廃
寺
を
中
心
と
す
る
仏
教
文
化
の
影
響
下
に
あ
り
、
肥
公
一
族
、
官
大
寺
、
官
僧
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

存
在
し
た
と
し
て
い
る
。

　

川
尻
秋
生
氏
は
、
古
代
の
地
方
寺
院
経
営
に
つ
い
て
、
郡
司
層
を
は
じ
め
と
す
る
在
地
の
有
力
氏
族
が
一
族
か
ら
僧
侶
を
輩
出
し
、

大
寺
院
や
国
分
寺
の
僧
侶
に
す
る
と
と
も
に
、
僧
侶
は
出
家
後
も
出
身
氏
族
や
出
身
地
の
寺
院
と
関
係
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
し
て

い
る（60
）。

生
ま
れ
な
が
ら
に
階
級
が
定
ま
っ
て
い
た
古
代
日
本
社
会
に
お
い
て
、
僧
侶
は
出
身
階
層
が
低
く
と
も
上
流
階
級
や
天
皇
と

接
触
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
唯
一
の
職
務
で
あ
っ
た
。
郡
司
層
に
よ
る
積
極
的
な
僧
侶
の
輩
出
は
、
自
身
の
氏
族
を
守
る
た
め
の
行

為
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
藤
本
誠
氏
は
、
地
方
寺
院
に
居
住
す
る
官
大
寺
僧
等
の
僧
侶
が
周
辺
地
域
の
仏
道
者
に
地
域
社
会
で
必
要
な
仏
教
的
知
識

の
伝
授
を
し
て
い
た
と
想
定
し
た（61
）。

こ
う
し
た
仏
教
的
知
識
の
中
に
仏
像
制
作
に
関
す
る
知
識
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
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本
像
あ
る
い
は
本
像
の
規
範
と
な
る
像
が
浄
水
寺
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
現
状
不
可
能
で
あ
る
が
、
教
線
拡
大

を
目
的
と
し
て
移
動
し
た
官
大
寺
僧
、
ま
た
は
出
身
地
と
の
関
係
を
継
続
し
た
僧
侶
ら
に
よ
っ
て
畿
内
か
ら
九
州
へ
も
た
ら
さ
れ
た

中
央
的
作
風
は
、
浄
水
寺
の
よ
う
に
政
治
的
重
要
性
の
高
い
寺
院
を
介
し
て
肥
後
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
浄
水
寺
跡
が
所
在
す
る
宇
城
市
は
市
域
の
一
部
が
有
明
海
に
面
す
る
県
央
地
域
に
あ
た
る
。
沿
岸
部
に
は
江
戸
時
代
か
ら

整
備
さ
れ
た
干
拓
地
を
含
ん
で
お
り
、
古
代
の
浄
水
寺
は
現
在
よ
り
も
有
明
海
に
近
い
場
所
に
所
在
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
本

像
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
像
が
伝
来
す
る
常
福
寺
は
、
有
明
海
を
望
む
小
高
い
場
所
に
所
在
す
る
。
前
述
の
山
崎
観
音
堂
像
や
荘

厳
寺
像
も
そ
れ
ぞ
れ
海
に
近
い
寺
院
に
伝
来
し
て
お
り
、
立
地
に
お
い
て
も
共
通
性
が
見
出
せ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
三
月
に
熊
本
県
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
福
城
寺
木
造
天
部
立
像
（
伝
十
一
面
観
音

菩
薩
立
像
）
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
整
理
し
、
改
め
て
制
作
年
代
の
推
定
を
行
っ
た
。
ま
た
、
本
像
の
現
在
地
へ
の
移
動
及
び
像

容
の
改
変
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
た
上
で
、
作
風
に
関
す
る
一
試
論
を
展
開
し
た
。

　

本
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
平
安
時
代
前
期
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
よ
り
詳

し
い
検
討
の
結
果
、
十
世
紀
の
作
と
推
定
し
た
。

　

次
に
、
本
像
が
吉
祥
天
か
ら
十
一
面
観
音
菩
薩
に
改
変
さ
れ
、
現
在
地
へ
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
整
理
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し
た
。
改
変
の
背
景
に
は
、
本
像
が
現
在
地
へ
移
動
す
る
前
に
所
在
し
た
と
さ
れ
る
阿
蘇
地
域
に
お
い
て
、
平
安
時
代
以
降
行
わ
れ

て
き
た
阿
蘇
信
仰
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
蘇
信
仰
で
は
、
十
一
面
観
音
菩
薩
を
本
地
と
す
る
健
磐
龍
命
を
主
祭
神
と

す
る
。
ま
た
、
現
在
地
へ
の
移
動
に
際
し
て
は
、
か
つ
て
福
城
寺
が
阿
蘇
社
の
末
社
で
あ
っ
た
甲
佐
社
上
宮
の
神
宮
寺
的
存
在
と
し

て
機
能
し
た
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
を
述
べ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
像
の
尊
名
及
び
伝
来
は
肥
後
国
の
信
仰
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
像
の
特
徴
的
な
作
風

に
つ
い
て
は
、
滋
賀
・
比
叡
山
延
暦
寺
周
辺
の
仏
像
と
類
似
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
畿
内
作
で
あ
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ

て
き
た
と
言
え
る
が
、
制
作
地
及
び
工
人
の
問
題
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

現
状
、
本
像
の
制
作
地
及
び
工
人
を
確
定
す
る
手
が
か
り
は
残
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
改
め
て
比
叡
山
延
暦
寺
周
辺
の
作
例

と
本
像
を
比
較
し
、
畿
内
作
と
断
定
す
る
要
素
が
見
出
せ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
九
州
で
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
作
例
と
比
較

し
、
共
通
性
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
中
央
的
作
風
と
地
方
的
作
風
の
両
者
が
共
存
す
る
と
言
え
る
本
像
に
つ
い
て
は
、
前

者
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
み
か
ら
畿
内
作
と
は
断
定
で
き
な
い
た
め
、
九
州
作
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
本
像
の
特
徴
的
な
作
風
は
畿
内
か
ら
九
州
へ
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
し
て
、
九

州
で
の
制
作
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
に
、
本
像
と
複
数
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
佐
賀
・
常
福
寺
帝
釈
天
立
像
に
注
目
し
、
そ
の
尊
名
が
吉
祥
天
で
あ
る

可
能
性
や
、
最
澄
造
像
の
檀
像
薬
師
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
最
澄
造
像
の
檀
像
薬
師
に
つ

い
て
は
複
数
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
常
福
寺
像
の
制
作
地
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
本
像
と
造
形
的
に
近
い
同
像

が
、
畿
内
か
ら
九
州
へ
渡
り
仏
像
を
制
作
し
た
最
澄
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
す
る
説
は
興
味
深
い
。
畿
内
か
ら
九
州
へ
渡
っ
た
僧
侶

や
工
人
が
畿
内
に
流
布
し
た
作
風
を
用
い
て
、
最
澄
ゆ
か
り
の
檀
像
薬
師
を
意
識
し
て
天
部
像
を
造
像
し
た
可
能
性
や
、
そ
れ
ら
の
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作
例
が
九
州
の
天
部
像
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
提
示
し
た
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
僧
侶
が
教
線
拡
大
や
自
身
の
出
身
地
と
の
関
係
継
続
等
を
目
的
と
し
て
、
畿
内
か
ら
九
州
へ
仏
教
的
知
識
と
と

も
に
移
動
し
た
と
す
る
先
行
研
究
に
注
目
し
た
。
肥
後
国
に
は
、
定
額
寺
に
列
せ
ら
れ
た
浄
水
寺
の
よ
う
に
地
域
の
中
心
と
な
る
寺

院
を
介
し
て
、
中
央
的
作
風
が
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
官
大
寺
僧
の
移
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
在
地
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

地
方
に
所
在
す
る
仏
像
に
つ
い
て
は
、
制
作
地
及
び
工
人
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
多
く
、
そ
の
様
相
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
本
像
の
特
徴
的
な
作
風
の
移
入
経
路
に
つ
い
て
可
能
性
を
提
示
す
る
に
留
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
本
像
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
史
料
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
手
が
か
り
が

見
つ
か
る
と
考
え
て
い
る
。
周
辺
地
域
の
作
例
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
つ
つ
、
歴
史
学
、
考
古
学
等
の
成
果
も
含
め
て
検
討
を
進
め

る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

註

（
1
）　

平
安
時
代
前
期
・
後
期
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
彫
刻
の
和
様
化
が
一
段
と
進
ん
だ
十
世
紀
末
を
画
期
と
す
る
伊
東
史
朗

氏
の
考
え
方
に
準
じ
た
。
伊
東
史
朗
『
日
本
の
美
術　

№
458　

平
安
時
代
後
期
の
彫
刻
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）

（
2
）　
「
熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
六
号
」『
熊
本
県
公
報　

第
一
三
四
一
八
号
』（
熊
本
県
、
二
〇
二
五
年
三
月
二
十
五

日
）

（
3
）　

熊
本
県
教
育
庁
教
育
総
務
局
文
化
課
に
よ
る
本
像
の
調
査
は
過
去
に
二
回
行
わ
れ
た
。
筆
者
は
第
二
回
に
参
加
し
た
。

【
第
一
回
調
査
】

　

日　

程　
　

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
二
十
七
日
（
金
）
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場　

所　
　

福
城
寺
本
堂

　

参
加
者
（
敬
称
略
、
括
弧
内
は
当
時
の
所
属
。）

 

有
木
芳
隆
（
熊
本
県
立
美
術
館
）、
石
原
浩
（
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）、
中
西
真
美
子
（
崇
城
大
学

図
書
館
）、
萬
納
恵
介
（
熊
本
県
立
美
術
館
）、
前
田
晃
希
（
美
里
町
教
育
委
員
会
教
育
課
社
会
教
育
係
）、
松
尾
志
保
里

（
熊
本
県
教
育
庁
教
育
総
務
局
文
化
課
）、
柳
祐
介
（
同
）

【
第
二
回
調
査
】

　

日　

程　
　

令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
九
月
十
日
（
火
）

　

場　

所　
　

福
城
寺
本
堂

　

参
加
者
（
敬
称
略
、
括
弧
内
は
当
時
の
所
属
。）

 

有
木
芳
隆
（
公
益
財
団
法
人
永
青
文
庫
）、
中
西
真
美
子
（
熊
本
県
立
図
書
館
）、
萬
納
恵
介
（
熊
本
県
立
美
術
館
）、
水

上
仁
（
美
里
町
教
育
委
員
会
教
育
課
）、
丸
山
大
輝
（
熊
本
県
教
育
庁
教
育
総
務
局
文
化
課
）、
村
上
幸
奈
（
同
）

（
4
）　
『
県
内
主
要
寺
院
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
（
二
）　

熊
本
市
〜
城
南
地
区　

資
料
篇
・
図
版
篇
』（
熊
本
県
立
美
術
館
、

一
九
八
三
年
）

（
5
）　

有
木
芳
隆
「
平
安
時
代
の
九
州
・
熊
本
の
彫
刻
」『
第
二
十
一
回
熊
本
の
美
術
展　

平
安
時
代
の
美
術
―
九
州
の
彫
刻

を
中
心
に
―
』（
熊
本
県
立
美
術
館
、
一
九
九
九
年
）

（
6
）　

石
原
浩
「
木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」
解
説
『
平
成
二
十
一
年
度
秋
季
特
別
展
覧
会　

八
代
の
歴
史
と
文
化　

十
九　

み
ほ
と
け
の
貌
―
熊
本
県
南
部
の
仏
像
―
』
展
覧
会
図
録
（
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
〇
〇
九

年
）、
同
「
熊
本
の
平
安
前
期
仏
像
―
美
里
町
福
城
寺
の
伝
十
一
面
観
音
像
を
中
心
に
―
」『
二
〇
一
一　

日
韓
歴
史
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
in
熊
本　

発
表
資
料
集　

仏
像
か
ら
見
た
日
本
と
韓
国
』（
熊
本
日
韓
文
化
交
流
研
究
会
・
蘂
城
文
化
研
究
会
、

二
〇
一
一
年
）

（
7
）　

中
西
真
美
子
「
県
指
定
文
化
財
諮
問
に
係
る
熊
本
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の
意
見
書
」（
熊
本
県
教
育
委
員
会
、

二
〇
二
五
年
）
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（
8
）　

第
一
回
調
査
（
前
掲
註
3
）
で
作
成
さ
れ
た
調
書
を
も
と
に
、
第
二
回
調
査
（
同
）
で
筆
者
が
修
正
を
加
え
て
作
成

し
た
。

（
9
）　

常
福
寺
帝
釈
天
立
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
有
木
芳
隆
氏
は
、
分
厚
い
体
軀
や

張
り
の
あ
る
面
貌
か
ら
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
作
と
推
定
し
た
。
末
吉
武
史
氏
は
、
衣
文
の
彫
り
が
浅
い
こ
と
等
か
ら

九
世
紀
も
比
較
的
下
っ
た
頃
と
し
て
い
る
。
竹
下
正
弘
博
氏
は
、
九
世
紀
の
帝
釈
天
立
像
と
し
て
同
像
を
紹
介
し
、
常
福

寺
が
所
在
す
る
天
山
の
南
側
地
域
を
古
像
が
密
集
す
る
場
所
と
し
た
。
以
上
に
よ
り
、
本
稿
で
は
近
年
の
見
解
に
準
じ
て

九
世
紀
と
表
記
し
た
。
有
木
芳
隆
「
木
造
帝
釈
天
立
像
」
解
説
『
第
二
十
四
回
熊
本
の
美
術
展　

天
部
の
美　

ご
利
益
と

護
の
ほ
と
け
た
ち
』
展
覧
会
図
録
（
熊
本
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
末
吉
武
史
「
帝
釈
天
立
像
」
解
説
『
弘
法
大

師
帰
朝
一
二
〇
〇
年
記
念
特
別
展　

空
海
と
九
州
の
み
ほ
と
け
』
展
覧
会
図
録
（
福
岡
市
美
術
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
竹

下
正
博
「
脊
振
山
地
古
仏
巡
見
」『
九
州
山
岳
霊
場
遺
宝
―
海
を
望
む
北
西
部
の
山
々
か
ら
―
』
展
覧
会
図
録
（
九
州
歴

史
資
料
館
、
二
〇
二
一
年
）

（
10
）　

伊
東
史
朗
『
日
本
の
美
術　

№
479　

十
世
紀
の
彫
刻
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）

（
11
）　

櫟
野
寺
諸
像
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
考
に
し
た
。

 

『
特
別
展　

平
安
の
秘
仏　

滋
賀
櫟
野
寺
の
大
観
音
と
み
ほ
と
け
た
ち
』
展
覧
会
図
録
（
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
六

年
）、『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ　

東
京
国
立
博
物
館
紀
要　

№
675
《
特
集
》
滋
賀
・
櫟
野
寺
木
彫
群
の
調
査
報
告
』（
東
京
国
立

博
物
館
、
二
〇
一
八
年
）

（
12
）　

前
掲
註
11

（
13
）　

山
口
隆
介
「
菩
薩
形
立
像
」
解
説
『
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
修
理
完
成
記
念　

特
別
展　

聖
地　

南
山
城　

―
奈
良
と

京
都
を
結
ぶ
祈
り
の
至
宝
―
』
展
覧
会
図
録
（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
二
三
年
）

（
14
）　
『
な
ら
仏
像
館
名
品
図
録
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
二
二
年
）

（
15
）　

岩
佐
光
晴
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
解
説
『
特
別
展　

仏
像　

一
木
に
こ
め
ら
れ
た
祈
り
』
展
覧
会
図
録
（
東
京
国
立
博

物
館
、
二
〇
〇
六
年
）
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（
16
）　

岩
佐
光
晴
「
伝
日
羅
立
像
」
解
説
（
前
掲
註
15
『
仏
像　

一
木
に
こ
め
ら
れ
た
祈
り
』
展
覧
会
図
録
）

（
17
）　

熊
本
県
立
美
術
館
が
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
実
施
し
た
調
査
に
お
い
て
、
本
像
の
樹
種
は
ヒ
ノ
キ
材
と
推
定

さ
れ
た
（
前
掲
註
4
）。
そ
の
後
、
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
開

催
さ
れ
た
展
覧
会
に
お
い
て
、
カ
ヤ
材
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
（
前
掲
註
6
石
原
解
説
）、
現
在
も
こ
の
見
解
に
準
じ

て
い
る
。

（
18
）　

金
子
啓
明
・
岩
佐
光
晴
・
藤
井
智
之
・
能
城
修
一
・
安
部
久
『
成
城
学
園
創
立
百
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書　

仏
像
の
樹
種
か
ら
考
え
る　

古
代
一
木
彫
像
の
謎
』（
東
京
美
術
、
二
〇
一
五
年
）

（
19
）　

前
掲
註
5
、
6

（
20
）　

前
掲
註
6
石
原
論
文
二
〇
一
一

（
21
）　

北
嶋
雪
山
著
・
松
本
雅
明
解
題
『
肥
後
国
史
料
叢
書　

一　

国
郡
一
統
志　

復
刻
版
』（
青
潮
社
、
一
九
七
一
年
）

（
22
）　

松
本
寿
三
郎
編
『
肥
後
国
誌
』（
青
潮
社
、
一
九
七
二
年
）

（
23
）　

前
掲
註
4

（
24
）　

前
掲
註
7

（
25
）　
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
十
三
ノ
一　

阿
蘇
文
書
之
一
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
五
二
年
）

（
26
）　
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
十
三
ノ
二　

阿
蘇
文
書
之
二
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
一
九
七
二
年
）

（
27
）　
『
新
甲
佐
町
史
』（
甲
佐
町
、
二
〇
一
三
年
）

（
28
）　

島
津
義
昭
「
阿
蘇
山
信
仰
―
黎
明
期
・
古
坊
中
時
代
・
年
表
―
」『
第
八
回　

九
州
山
岳
霊
場
研
究
会　

肥
後
の
山
岳

霊
場
遺
跡
―
池
辺
寺
と
阿
蘇
山
を
中
心
に
―
資
料
集
』（
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
）

（
29
）　

有
木
芳
隆
「
木
造
十
一
面
観
音
立
像
」
解
説
（
前
掲
註
9
『
天
部
の
美
』
展
覧
会
図
録
）

（
30
）　

大
倉
隆
二
「
中
世
熊
本
の
寺
社
と
信
仰
」『
新
熊
本
市
史　

通
史
編　

第
二
巻　

中
世
』（
熊
本
市
、
一
九
九
八
年
）

（
31
）　
『
熊
本
県
の
文
化
財　

第
一
集　

彫
刻
と
書
跡
』（
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
九
年
）

（
32
）　

令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
七
月
二
十
日
（
日
）、
熊
本
県
立
美
術
館
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
、
筆
者
も
こ
れ
に
参
加
し
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た
。

（
33
）　

前
掲
註
7

（
34
）　

前
掲
註
6
、
7

（
35
）　

前
掲
註
18

（
36
）　

末
吉
武
史
「
北
部
九
州
の
平
安
一
木
彫
像
」（
前
掲
註
9
『
空
海
と
九
州
の
み
ほ
と
け
』
展
覧
会
図
録
）、
同
「
九
州
に

お
け
る
古
代
木
彫
像
の
成
立
」『
九
州
仏　

一
三
〇
〇
年
の
祈
り
と
か
た
ち
』
展
覧
会
図
録
（
福
岡
市
博
物
館
、
二
〇
一

四
年
）

（
37
）　

前
掲
註
36
末
吉
論
文
二
〇
一
四

（
38
）　

前
掲
註
6
石
原
論
文
二
〇
一
一

（
39
）　

山
崎
観
音
堂
聖
観
音
菩
薩
立
像
の
制
作
年
代
は
十
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
足
首
を
表
し
背
面
に
品
字
型
の
衣

文
を
表
す
等
、
著
し
い
古
様
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
九
世
紀
と
す
る
末
吉
武
史
氏
の
見
解
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
見

解
に
準
じ
て
九
世
紀
と
表
記
し
た
。
末
吉
武
史
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
解
説
（
前
掲
註
36
『
九
州
仏
』
展
覧
会
図
録
）

（
40
）　

末
吉
武
史
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
解
説
（
前
掲
註
9
『
空
海
と
九
州
の
み
ほ
と
け
』
展
覧
会
図
録
）、
前
掲
註
39

（
41
）　

前
掲
註
40

（
42
）　

前
掲
註
40

（
43
）　

荘
厳
寺
聖
観
音
菩
薩
立
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
一
木
彫
出
へ
の
強
い
志
向
性
や
量
感
豊
か
な
体
軀
表
現
等
か
ら

平
安
時
代
前
期
（
九
〜
十
世
紀
）
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
類
似
の
特
徴
を
持
つ
北
部
九
州
の
平
安
一
木
彫
像
と
比

較
し
、
古
様
な
要
素
を
持
つ
と
し
て
、
九
世
紀
と
す
る
宮
田
太
樹
氏
の
見
解
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
見
解
に
準
じ
て

九
世
紀
と
表
記
し
た
。
宮
田
太
樹
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
解
説
『
博
多
の
み
ほ
と
け
』
展
覧
会
図
録
（
福
岡
市
美
術
館
、

二
〇
二
四
年
）

（
44
）　

末
吉
武
史
「
福
岡
市
志
賀
島
・
荘
厳
寺
の
聖
観
音
菩
薩
像
」『
佛
教
藝
術
』
二
六
九
（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
）、

同
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
解
説
（
前
掲
註
9
『
空
海
と
九
州
の
み
ほ
と
け
』
展
覧
会
図
録
）、
同
「
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
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解
説
（
前
掲
註
36
『
九
州
仏
』
展
覧
会
図
録
）、
前
掲
註
43

（
45
）　

前
掲
註
44

（
46
）　

前
掲
註
44

（
47
）　

八
尋
和
泉
「
九
州
の
仏
像
」『
仏
像
集
成　

八　

日
本
の
仏
像
〈
中
国
・
四
国
・
九
州
〉』（
学
生
社
、
一
九
九
七
年
）

（
48
）　

有
木
芳
隆
「
木
造
帝
釈
天
立
像
」
解
説
（
前
掲
註
9
『
天
部
の
美
』
展
覧
会
図
録
）、
末
吉
武
史
「
帝
釈
天
立
像
」
解

説
（
前
掲
註
9
『
空
海
と
九
州
の
み
ほ
と
け
』
展
覧
会
図
録
）

（
49
）　

前
掲
註
48
末
吉
解
説

（
50
）　

最
澄
造
像
の
檀
像
薬
師
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
か
ら
吉
祥
天
の
姿
で
表
さ
れ
た
可
能
性
を
伊
東
史
朗
氏
が
指
摘
さ
れ

た
。
伊
東
氏
は
同
像
に
つ
い
て
、『
別
尊
雑
記
』
に
左
手
に
宝
珠
を
執
る
如
来
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
持
物
に

よ
っ
て
薬
師
如
来
と
吉
祥
天
の
複
合
を
示
し
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
井
形
進
氏
は
、
最
澄
造
像
の
檀
像
薬

師
が
『
薬
師
瑠
璃
光
七
仏
本
願
功
徳
経
』
に
見
え
る
七
仏
薬
師
の
う
ち
「
善
名
称
吉
祥
王
如
来
」
に
あ
た
る
と
す
る
説

や
、
竈
門
山
寺
の
薬
師
如
来
像
は
左
手
に
宝
珠
を
持
っ
た
如
来
像
で
あ
っ
た
と
す
る
記
録
が
残
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
姿
を

偲
ば
せ
る
作
例
と
し
て
福
岡
・
谷
川
寺
薬
師
如
来
立
像
（
九
世
紀
）
を
挙
げ
て
い
る
。
前
掲
註
47
、
伊
東
史
朗
『
平
安
時

代
彫
刻
史
の
研
究
』（
㈶
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
井
形
進
『
九
州
仏
像
史
入
門　

大
宰
府
を
中
心
に
』（
海

鳥
社
、
二
〇
一
九
年
）

（
51
）　

長
坂
一
郎
「
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
南
都
諸
宗
の
地
方
寺
院
経
営
と
木
彫
像
の
制
作
―
元
興
寺
法
相
宗
の
場
合
を
例

と
し
て
―
」『
佛
教
藝
術
』
二
〇
六
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）

（
52
）　

鈴
木
景
二
「
第
一
分
科
会
―
古
代
史
部
会
共
同
研
究
報
告
―
都
鄙
間
交
通
と
在
地
秩
序
―
奈
良
・
平
安
初
期
の
仏
教
を

素
材
と
し
て
〔
含　

討
論
〕」『
日
本
史
研
究
』
三
七
九
（
日
本
史
研
究
会
、
一
九
九
四
年
）

（
53
）　

前
掲
註
6
石
原
論
文
二
〇
一
一

（
54
）　
『
肥
後
国
浄
水
寺
古
碑
群
Ⅱ
』（
宇
城
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
）
よ
り
引
用
。

（
55
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
十
一
月
丙
戌
条
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（
56
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
閏
八
月
丙
寅
条

（
57
）　
『
日
本
後
紀
』
天
長
五
年
（
八
二
八
）
十
月
三
日
条

（
58
）　

浄
水
寺
跡
に
は
本
稿
で
引
用
し
た
『
寺
領
碑
』
を
含
む
計
四
基
の
碑
文
が
残
る
（
前
掲
註
54
）。

（
59
）　

鳥
津
亮
二
「
肥
後
古
代
仏
教
史
の
再
検
討
―
七
〜
九
世
紀
の
古
代
寺
院
を
中
心
に
―
」（
前
掲
註
9
『
天
部
の
美
』
展

覧
会
図
録
）

（
60
）　

川
尻
秋
生
「
日
本
古
代
に
お
け
る
在
地
仏
教
の
特
質
―
僧
侶
の
出
自
と
寺
院
機
能
―
」
大
金
宣
亮
氏
追
悼
論
文
集
刊
行

会
編
『
古
代
東
国
の
考
古
学
』（
慶
友
社
、
二
〇
〇
五
年
）

（
61
）　

藤
本
誠
「
古
代
地
方
寺
院
の
性
格
と
機
能
―
地
方
豪
族
と
住
僧
の
検
討
を
中
心
と
し
て
―
」『
史
学
』
第
九
一
巻　

第

三
号
（
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
内　

三
田
史
学
会
、
二
〇
二
二
年
）

図
版

・
図
1
〜
4　

福
城
寺
天
部
立
像
（
伝
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
）　

熊
本
県
立
美
術
館
撮
影
・
提
供

・
図
5
、
6　

常
福
寺
帝
釈
天
立
像　

有
木
芳
隆
氏
撮
影
・
提
供

・
図
7
〜
9　

福
城
寺
天
部
立
像　

面
部　

熊
本
県
立
美
術
館
撮
影
・
提
供

・
図
10　
　
　

 

奈
良
国
立
博
物
館
如
来
立
像　

国
立
文
化
財
機
構
所
蔵
品
統
合
検
索
シ
ス
テ
ム
（https: /

/colbase.nich.go.jp
/

collection_item
s /narahaku

/1492 -0 ?locale=ja

）
よ
り
転
載
（
最
終
確
認
日　

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
）

・
図
11　
　
　

福
城
寺
天
部
立
像　

像
底　

熊
本
県
立
美
術
館
撮
影
・
提
供

・
図
12
、
13　

山
崎
観
音
堂
聖
観
音
菩
薩
立
像　

末
吉
武
史
氏
撮
影
・
提
供

・
図
14
、
15　

荘
厳
寺
聖
観
音
菩
薩
立
像　

末
吉
武
史
氏
撮
影
・
提
供
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長
年
に
わ
た
り
ご
指
導
頂
き
、
こ
の
度
の
寄
稿
の
機
会
を
下
さ
っ
た
岩
佐
光
晴
先
生
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

福
城
寺
木
造
天
部
立
像
の
指
定
、
本
稿
の
執
筆
及
び
画
像
借
用
に
あ
た
り
、
有
木
芳
隆
氏
（
公
益
財
団
法
人
永
青
文
庫
）、

石
原
浩
氏
（
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）、
中
西
真
美
子
氏
（
熊
本
県
文
化
財
保
護
審
議
会
）、
小
川
弘
和
氏

（
同
、
熊
本
学
園
大
学
教
授
）、
末
吉
武
史
氏
（
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
）
萬
納
恵
介
氏
（
熊
本
県
立
美
術
館
）、

各
文
化
財
の
所
有
者
の
皆
様
か
ら
御
指
導
・
御
協
力
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
福
城
寺
に
お
け
る
調
査
で
は
、
河
地
真
恵
御
住
職
な
ら
び
に
美
里
町
教
育
委
員
会
様
か
ら
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。

福
城
寺
が
所
在
す
る
美
里
町
は
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
）
八
月
に
発
生
し
た
線
状
降
水
帯
に
よ
る
豪
雨
で
被
害
を
受
け
、
復
旧

の
た
め
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
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